
（別紙様式４－２）                                               （特別支援学校用） 
 

（熊本県立ひのくに高等支援）学校 令和３年度（２０２１年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 
生徒一人一人の能力・特性に応じたきめ細かな指導に配慮しながら、生徒の自律的、主体的な態度を
尊重し、社会自立・職業自立のための教育を行う。 

 
 

２ 本年度の重点目標 

～啐啄同時～ 

（１）キャリアを繋ぐ教育実践：一貫教育と実用的な知識・技能・態度・表現力の育成 

キャリアとは生きる力であり、中学校から本校における一貫教育や段階的、系統的指導へ、そ

して社会へと繋いでいく。 

（２）人と繋がる社会生活力育成：地域人としての社会生活能力育成   

ア 自他共に認め合える生徒間の人間関係を育成する。 

 イ お互いの人格を尊重する教職員間の人間関係づくり。 

（３）社会と繋げる進路指導：自己選択、自己決定、自己責任  

    社会のルールやマナーの理解促進と人格者として生きるための素地を育成する。 

（４）５Ｓの視点に基づく学校基盤づくり 

  Simple ＝生徒や保護者、地域にわかりやすい組織 

    Slim   ＝スクラップアンドボトムアップの発想で、スマートな組織と時間配分 

    Steady ＝堅実に、伝統を大切にした揺るぎのない教育 

    Speedy ＝大きな組織ゆえに、コンプライアンスに基づく揺るぎのない判断 
    Safety ＝安心・安全な学校づくり  

 
 

３ 自己評価総括表 
評
価 

成果と課題 評価項目 
評価の観点 具体的目標 具体的方策 

大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 

コロナ後
を見据え
た学校改
革の推進
を図る 
 

○コロナ禍に
おける教育
機会の確保 

○学校の方針を
共有しながら
、年間行事予
定や学習計画
等の８０％実
施を目指す。 

○意見の集約から方
針決定、全職員へ
の周知までのプロ
セスを迅速かつ確
実に行う。 

○パーテーションや
ICT機器などのハ
ード面の充実と、
外部の安全安心に
つながる連絡調整
や各種様式等のソ
フト面の検討を行
う。 

Ｂ 

○レベル毎の学校と
しての対応を関係
者と検討し、全職
員に周知すること
ができた。 

○食堂のパーテーシ
ョンや噴霧消毒、
職員用タブレット
の配備・活用、安心
安全メールでの保
護者への周知や実
習先への各種様式
の提示などを行っ
た。 

△様々な対策を行っ
た結果、日常の学
習活動はリモート
等で実施すること
はできたが、修学
旅行や愛生祭など
の行事は中止せざ
るを得なかった。 

業務改善
を推進す
る 
 

○ ICTを活用
した事務的
業務の軽減 

○タブレットを
活用した各種
会議を実施し
、ペーパーレ
スを図る。 

○タブレット活用の
職員研修を行う。 

○ICT支援員と連携
しながら、会議マ
ニュアルを作成す
る。 

Ｂ 

○職員が自主的に研
修を行っているこ
とで、授業や会議・
研修等で活用する
ことができた。 

○ICT支援員と連携
した実践を行って
いるが、ペーパー



レス化にまでは至
っていない。 

働き方改
革に継続
して取り
組む 

○勤務時間縮
減の意識付
け 

 

○学校全体とし
て、時間外勤
務の時間が前
年度比で１５
％減を達成さ
せる。 

○１８時までの完全
施錠の定着及び毎
週水曜日の定時退
勤を徹底する。 

○勤務時間をグラフ
化した独自の集計
表を作成する。 

Ｂ 

△アフター５の周知
徹底等を行い、昨
年度比で５％減と
なった。（１月末現
在） 

○独自の集計表を作
成でき、自分の勤
務時間の振り返り
に繋がっている。 

 
授業の 
充実 
 

教育課程
の編成に
ついて検
討を進め
る 

○カリキュラ
ム・マネジ
メントの実
施 

○教育課程検討
委員会の充実
を図り、バラ
ンスのとれた
教育課程を作
成する。 

○事前に検討内容を
精査した上で、月
１回の教育課程検
討委員会を計画的
に開催する。 

○学年会、教科会等
の意見を集約し、
それを反映させる
システム作りを行
う。 

Ｂ 

○次年度の教育課程
について組織的に
検討を重ね、特に「
各教科等を合わせ
た指導」について
改善案を作成する
ことができた。次
年度は、改善後の
検証を丁寧に行っ
ていきたい。 

ICT 機 器
を活用し
た授業実
践を推進
する 

○ ICT機器を
活用した分
かる授業づ
くり 

 

○各授業におい
てタブレット
、電子黒板等
を効果的に活
用する。 

○授業準備として、
ICT機器の動作確
認や有効な活用法
（動画視聴や記録
データの提示等）
の検討を行う。 

○ICT支援員を計画
的かつ積極的に活
用する。 

Ａ 

○授業準備やデータ
の整理等において
、ICT支援員を積極
的に活用すること
ができた。電子黒
板やタブレットの
導入により、職員
の ICT活用も促進
している。 

「文科省
研究開発
学校」に
着手する 
 
 

○研究推進の
ための意識
共有と機能
的な研究シ
ステムの構
築 

 

○校内研究会の
充実を図り、
アンケート回
収率６０％を
目指す。 

 
 
 
 
○研究推進のた

めのPDCAサイ
クルを実践し
、マニュアル
を作成する。 

 

○資料や記録の配布
、授業研究会、講話
など、月１回の校
内研究会を計画的
に実施する。 

○アンケートの工夫
を行い、提出の呼
びかけを行う。 

 
○Ｐ：教科会、Ｄ：授

業実践、Ｃ：授業記
録、Ａ：教育課程検
討委員会、を計画
的・組織的に取り
組む。 

○定期的に評価・振
り返りを行い、デ
ータとして蓄積す
る。 

Ａ 

〇研究主題に基づい
た校内研究会を月
１回実施できた。
会議や講話の記録
を回覧し、情報の
共有を図った。 

〇校内研究会終了後
に職員へアンケー
トを実施し、６０
～７０％の回収率
が得られた。 

△マニュアル作成ま
では至らなかった
が、教科会等の計
画的な実施により
一連のPDCAサイク
ルが確立しつつあ
る。 

〇定期的に評価や振
り返りをフィード
バックしつつ、デ
ータとして蓄積が
できた。 

 
キャリ 
ア教育 
(進路 
指導) 

社会自立
･ 職 業 自
立に向け
た基盤づ
くりと、
働くこと
の意味を
知り社会
人に必要
な能力の
伸長を図

◯仕事の適性
の理解と職
業選択の視
野を拡げる
取組 

◯生徒の職業に
対する視野を
広げ、キャリ
ア発達を促す
進路学習を３
年間で系統的
に行う。 

 
 
 
 

◯様々な業種の理解
と進路の選択肢の
拡大を目的とした
学校独自の「お仕
事発見フェア」を
実施する。 

◯全学年で「働く力
のアセスメント」
を実施し、根拠の
ある実態把握を行
う。 

Ａ 

◯２年生を対象に６
月に実施できた。
今後もコロナの感
染状況を注視しな
がら継続的に実践
していきたい。 

◯２年生は１月時期
に実施済みであ
り、１年生は３月
に実施予定であ
る。アセスメント



る。  
◯進路指導に関

する職員全体
の専門性向上
を図る。 

 
◯進路指導に関する

職員研修および各
種研修案内をゆう
net. 等 で 紹 介 す
る。 

◯実習依頼等の際に
進路担当以外の職
員も同行し、企業
文化の理解啓発に
繋げる。 

シートは、次年度
の実習依頼に活用
中である。 

◯障がい福祉サービ
スの概要について
学べる YouTubeサ
イトの紹介や各種
研修会の情報提供
ができた。 

◯初任者を対象に校
内研修の一環で企
業訪問に同行して
もらった。 

◯一般企業就
労の可能性
を広げるた
めの取組 

◯学校公開や外
部研修等にお
いて、福祉機
関及び企業５
０社の招聘を
目指す。 

 
 
◯コロナ禍の中

でも現場実習
受入可能な新
規事業所を２
０ 社 開 拓 す
る。 

○企業等への案内の
発送数を増やす、
企業訪問時に案内
する、新規事業所
に焦点を当てるな
ど、様々な場面で
啓発を行う。 

 
○ハローワークの求

人検索や事業所案
内等のパンフレッ
トを活用し、事業
所情報を収集し、
丁寧に対応する。 

◯感染防止策や行動
履歴の記録管理の
徹底、健康状態の
書面提出等により
実習予定先の安心
感に繋げる。 

Ａ 

◯企業向け学校公開
週間という形式で
実施できた。計３
００社の企業に案
内を行い、２１社
の担当者からの参
加があった。 

◯企業への出張講話
や学校公開の波及
効果もあり、１８
社の開拓に繋がっ
た。また一般就労
率は開校以来最高
の９３％にのぼる
見込みである。ま
た、就労先の６割
が本校生徒を初雇
用する企業とな
り、受け入れ先の
拡充も図ることが
できた。 

◯社会参画に
向けた支援
力向上 

◯安定雇用の指
標として継続
１年定着率９
０％ (１８期
生)を目指す。 

 
 
 
◯関係機関との

連携体制を構
築する。 

◯計画的にアフター
ケアを実践すると
ともに、突発的な
案件にも関係機関
と連携しながら迅
速かつ丁寧に対応
する。 

 
◯様々な場面で福祉

サービスに関する
情報を本人･保護
者に提供する。 

◯自宅近隣の相談支
援事業所の情報提
供を行い、接続に
向けた支援体制を
強化する。 

Ａ 

◯令和２年度卒業生
から８件の相談が
あったが、支援機
関と連携した早期
対応を心がけ、離
職者は１人のみに
止まった。離職者
については再就職
支援を継続中。 

◯保護者向けに各種
進路研修会の案内
と３年生の保護者
を対象に外部講師
による障害年金講
話を実施できた。 

◯登録を希望する全
家庭を対象に委託
相談支援事業所へ
の接続支援（情報
提供、登録）を行っ
た。 

◯卒後の支援体制構
築を図るべく、本
年度より本校周辺
の委託相談支援事
業所との連携会議
を発足した。 

 
生徒 
(生活) 

社会のル
ールやマ
ナーの理

○事件・事故
を未然に防
ぐ力の育成 

○生徒指導講話
などでより具
体的な視覚教

○職員朝会での生徒
の情報交換を積極
的に行い、教員同

Ａ 
○生徒の変化等に積

極的に関与し、情
報共有しながら指



指導 
 

解促進を
重視し、卒
業後の社
会自立に
つながる
生徒指導
を実践す
る 

 材を用い、問
題行動への発
展を未然に防
ぐ。 

士で生徒の異変や
気づきを共有する
。 

導にあたったこと
で問題行動案件は
６件６名となり、
昨年度（R2）９件１
４名から半減する
ことができた。 

○自転車通学
生の事故防
止及び登下
校時の生徒
の安全確保 

○交通ルールや
マナーを守る
態度を養い、
事故の未然防
止及び事故・
不審者への対
応の理解定着
を図る。 

○自転車通学生には
自転車保険の加入
を義務化し、交通
安全指導のための
集会を３ヶ月に１
回行う。 

○事故・不審者への
具体的対応を学年
ごとに実践する。 

Ｂ 

△交通事故件数は４
件であり、昨年度
２件よりも増え
た。４件とも自転
車事故であり、幸
い救急搬送のよう
な重大事故は今年
度起きていない。
引き続き集会での
講話など未然防止
に努めたい。 

○携帯電話や
スマートフ
ォン等の使
用マナー・
ルール遵守
の育成 

○生徒の携帯電
話やスマート
フォンの具体
的使用例を把
握し、生徒保
護者へ情報を
還元すること
で家庭内ルー
ルの徹底を図
る。 

○生徒会執行部の定
期的な啓発運動に
加え、生活情報の
授業と連携したル
ール遵守の啓発を
行う。 Ｂ 

△スマホトラブル案
件は２件であり昨
年度に比べて減少
した。しかし、不正
アクセス禁止法・
児童ポルノ禁止法
に係る案件が発生
し、相手の立場に
立って考える情報
モラルをテーマに
再指導している。 

 
人権教 
育の推 
進 

人権教育
の視点に
よる実践
をすすめ、
人権感覚
の醸成を
図る 

○生徒の実態
に即した人
権学習の編
成と実施 

○身近なところ
や地域におけ
る人権問題に
関心を持つた
めの教育実践
に取り組む。 

 
 
 
○人権教育の視
点による実践
をすすめ、人
権感覚の醸成
を図る。 

○自己理解と自己受
容を進める活動を
行う。 

○身近な人権課題に
ついての講話を聞
き、生徒が意見や
感想を交流する学
習を行う。 

 
○他者の多様性を認
める活動などを含
めた 授 業 を工 夫
し、実践を深める。 

Ｂ 

○新型コロナウイル

ス感染症に関する

差別 問 題 につ い

て、ハンセン病の

差別問題と関連さ

せながら、専門家

から話を聞くこと

ができ、多くの生

徒が考えを深める

ことができた。 

命を大切
にする心
を育む 

○自他の生命
や尊厳を尊
重する意識
の高揚 

○自他の生命や
尊厳を多面的
かつ実感的に
とらえるため
の教育実践を
実施する。 

○人権集会や道徳を
はじめ、様々な学
習を通して、かけ
がえのない自他の
生命の大切さを伝
える。 

Ｂ 

○人権集会に向けた

標語作成及び標語

の発表を通して、

多くの生徒が生命

や仲間の大切さを

改めて感じること

ができた。 

 
いじめ 
の防止 
等 

いじめの
未然防止
といじめ
を絶対に
起こさせ
ない体制
を作る 
 
 

○保護者・教
職員との共
通理解、外
部専門機関
との連携 

 

○いじめの定義
の教職員間共
通理解を図り
ながら、いじ
め防止対策委
員会と基本方
針を生徒保護
者に啓発する
。 

○年３回のアンケー
トだけでなく、教
職員の見守りから
出てきた案件も丁
寧に検証し、いじ
めの早期発見に努
める。 

Ａ 

○１０件をいじめと
して認知し、それ
ぞれに丁寧な指導
と対応を行ったこ
とで、すべて解消
になった。積極的
な認知をさらに進
め、未然防止を行
っていく。 

○いじめ防止
に向けた計
画的な学習 

○具体的ないじ
めの事例を示
し、身近な問
題として捉え

○全校集会において
、生徒会が主体と
なったいじめ防止
の啓発を行う。 

Ａ 

○生徒心得（校則）改
定に伴い、生徒会
執行部が率先して
全生徒と意見交換



させる。全校
集会や生徒総
会において、
いじめ防止に
関する呼びか
けを行う。 

○職員研修での実践
的な事例研究を行
う。 

を行っている。教
師の観察だけでは
見えてこない人間
関係なども把握す
ることができ、生
徒間でのいじめ防
止につながってい
る。 

 
地域 
支援 

地域にお
けるセン
ター的機
能の充実
と専門性
の向上を
図る 
 

○巡回相談の
充実 

 

○巡回相談で個
々のニーズに
応じた対応を
行 う と と も
に、ユニバー
サルデザイン
の環境づくり
や校内支援体
制が機能する
ようにする。 

○教育相談の視覚
化、共有化を行い、
具体的な行動レベ
ルでの支援を提案
する。 

○支援の評価を実施
し、ＰＤＣＡサイ
クルの機能化、適
切化を行う。 

○情報共有シート
「シェアシート」
の具体的な記入や
活用の研修を実施
する。 

Ａ 

〇巡回相談では、相
談者の教師や保護
者の個々の状況や
スキルに合わせた
支援内容の提案が
できた。 

○ＰＤＣＡサイクル
の機能化はケース
で異なるが、評価
シートや継続相談
等で支援の評価を
実施できた、 

○「シェアシート」に
関する研修を３回
実施し、個別の教
育支援計画の作成
や引き継ぎ資料と
して活用を図るこ
とができた。 

○高等学校に
おける特別
支援教育の
推進 

○高等学校への
巡回相談及び
高校通級のサ
ポートを継続
的に行う。 

○教育相談、生徒面
談、ケース会、自立
活動のアセスメン
ト、授業検討・評価
等を、継続的、定期
的に実施する。 

Ａ 

○高校通級では、実
態把握から指導目
標や内容の設定と
授業内容の評価、
改善を行うことが
できた。 

○巡回相談では、本
人参加のケース会
を継続して実施す
ることができた。 

 
地域連 
携(ｺﾐｭﾆ 
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ 
など) 

総合型コ
ミュニテ
ィ・スク
ールの充
実・発展
を図る 

○学校、保護
者、地域、施
設、福祉等
による協働
的学校づく
り 

○学校と地域が
共に生徒を見
守り、社会自
立に繋げてい
く基盤づくり
を行う。 

○７月の学校運営協
議会で、現状と課
題の共有を行う。 

○学校行事等を通し
て、運営協議委員
への意見聴取を複
数回行う。 

○２月の学校運営協
議会にて学校評価
を行い、次年度へ
の提言とする。 

Ｂ 

△コロナ禍のため、
地域との関わりは
少な か っ たも の
の、２回の地域花
いっぱい＆クリー
ン大 作 戦 を実 施
し、共生の意識を
保てるよう心がけ
た。 

△学校運営協議委員
の皆様にアドバイ
スをいただく機会
が少なかった。 

防災型コ
ミュニテ
ィ・スク
ールに関
する取組
の充実・
発展を図
る 
 

○災害発生時
の地域との
連携体制の
構築と職員
の意識の高
揚 

 
 

○防災訓練を計
画的に実施し
ながら関係機
関との連携方
法や福祉避難
所の運営マニ
ュアルについ
て確認する。 

○緊急時対応マニュ
アルに基づいた訓
練を実施し、評価・
改善について共通
理解 の 場 を設 け
る。 

○防災意識及び知識
の向上を目指し、
地域資源を活用し
ながら、合志市の
総合防災訓練への
参加や福祉避難所
に関する職員研修
を実施する。 

Ａ 

○緊急時対応マニュ

アルに基づいた火

災と地震の総合避

難訓練を年２回実

施した。訓練後は

振り返り評価・改

善についてまとめ

た。 
△福祉避難所に関す
る職員研修は実施
できなかったが、
合志市との福祉避



○隣接する菊池支援
学校と合同避難訓
練（１１月）を実施
し、両校による避
難所運営について
検討を行う。 

難所締結について
職員に周知するこ
とができた。 

○２年ぶりに菊池支
援学校との合同避
難訓練を実施する
ことができた。事
前に 担 当 者で 動
線、集合時の距離
等検討を行った。
また、本校で保管
している菊池支援
学校の備蓄につい
て確認を行った。 

  

４ 学校関係者評価 
（１）各種表彰を受けたということは、学校運営や生徒の頑張りに対する評価である。 
（２）スマートフォンの活用については、コロナ禍で使用時間が増えており、保護者と連携してさら

なる改善をしていかなければならない。卒業してから知らなかったでは済まされないので、生徒
が納得できるような指導と家庭での協力が必要である。今後の課題として考えてほしい。 

（３）地域連携において、コロナ禍で会議等の中止・延期がある中、リモートなど工夫して開催でき
ている。市役所をはじめ、様々な場所にひのくに高等支援学校で育てた花が置いてあり、それも
地域連携の１つである。 

（４）合志市には国立ハンセン病療養所（恵楓園）があるので、それを活かした学習の在り方を考え
てもらい、ハンセン病問題啓発ＤＶＤ「あつい壁に虹のかけ橋を」やパンフレット等もあるので
教材として活用してほしい。 

（５）学校評価のグラフから見ると、「授業への満足度」が少し気になるところである。個にスポッ
トを当てて教育課程や教材を工夫するなどしてブラッシュアップされることを期待する。 

（６）卒業生の進路状況は中学校としては大変参考になった。今年度の初雇用の企業が６割もあり、
先生方の非常な努力を感じた。企業がどんなことを望んでいるかを知りたい先生もいるので、で
きれば校内研修に講師として派遣してもらいたい。 

（７）企業に積極的に働きかけている出張講話はとても良い取組である。人事担当だけではなく、生
徒が実習を行う部署の人たちに理解していただくことで、雇用につながる大きなステップとな
る。他の支援学校とも共有して、全体の就労率を高めることが重要である。軽度の知的障害の入
学者数が増えており、どこの学校でもチャンスがあるので、是非お願いしたい。 

（８）ひのくにが開校して２０年経つが、長く務めるにつれ昇給・昇進の問題が出てくる。長年雇っ
ていただいている企業に対して、そのような話をしてもらうのも良いかもしれない。障害者雇用
促進法を理解し、給与面・教育訓練・円滑な人間関係・相談環境など、雇用管理全般にわたって
障害の特性に配慮した取組を企業側に提案していく。企業とWIN―WINの関係を構築し、相談支援
事業所にも入っていただき、長く働くという環境を整えていただきたい。 

（９）日常生活の部分においては基幹センターの役割が大きいので、学校と協力していきたい。４月
から少年法が改正されるので、在校生に対しての教育もお願いしたいし、学校への協力と地域支
援もやっていきたい。 

（10）素晴らしい進路保障ができており、先生方のがんばりがよくわかる。進路保障をするために
は、１年生からの生徒指導、担任との連携があってこそのもので、学校全体でなされている。交
通指導といじめ防止は命に係わるので、アンテナを高く張り、目に見えない根っこの部分まで見
てやっていただきたい。 

 

５ 総合評価 
コロナ禍において教育活動を停滞させないことを念頭に置き、生徒の社会自立・職業自立に向け

て様々な工夫を凝らした取組を行うことができた。特に「啐琢同時」の考え方のもと、生徒のタイ
ミングに合わせた指導支援を実践してきたことで、生徒の着実な成長につなげることができた。ま
た、組織的対応を基軸とした学校運営を行い、保護者や地域、医療や福祉といった関係機関と連携
を図りながら、本年度の重点目標達成に真摯に取り組むことができた。 
（１）「全日本学校緑化コンクール学校環境緑化の部 特選（文部科学大臣賞）」「くまもと環境

賞 地域貢献賞」「キャリア教育優良学校 文部科学大臣表彰」を受賞することができた。 
（２）一般企業就労率９２％を達成し、開校以来の最高数値となった。（うち６割が新規企業）本校

設置目的である社会自立・職業自立を体現することができた。その要因として、進路学習の強化
、新たな企業へのアプローチ、関係機関との連携などが挙げられる。 

（３）「文部科学省研究開発校」の実践研究に着手し、習熟度別グループ編制や企業へのアンケー
ト、学習構想案、年間指導計画など着実に成果を上げることができた。 

（４）学校生活の様々な場面で新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して行うことができた。ま
た、ICT機器を有効活用したリスクレベルに応じた学習活動を展開することができた。 



（５）交通教育、情報モラル教育を重要課題と捉え、学校生活の様々な場面で未然防止を意識した
継続的な指導に取り組むことができた。 

（６）特別支援教育スーパーコーディネーターを中心に菊池管内のサポートを精力的に行ったこと
で、関係者から絶大な信頼を得ており、センター的機能の充実と専門性の向上に寄与した。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
（１）引き続き、新しい生活様式を取り入れた上での「安心安全な学校づくり」と「生徒の生命と

人権を守る」ことに主眼を置いた学校教育を目指す。コロナ禍においても、生徒の学習保障・
進路保障が滞りなくできるような教育活動を継続していく。 

（２）希望進路保障を目指し、フォーマルなアセスメントを根拠とした職業マッチングを検討して
いく。また、企業へのアプローチを強化し、就労定着率アップを図っていく。 

（３）「文部科学省研究開発校」においては、更なる職員の専門性向上を進めるとともに、個にス
ポットを当てた事例研究を進めていく。また、外部関係者と情報共有、連携をさらに深め、計
画的に情報発信を行っていく。さらに職員の機運を高めるため、組織として研究に邁進する仕
組みを検討していく。 

（４）生徒一人一台のタブレット所有に伴いＩＣＴ教育を進めながら、新学習指導要領に則った
「主体的・対話的で深い学び」に繋げていく。新しい時代に生きる生徒たちの未来を切り拓く
ための総合的で先進的な教育活動に取り組んでいく。 

（５）交通教育、いじめ防止、人権教育など、生徒の生命や尊厳を最優先にした教育を徹底する。
また、触法に対する理解を含めた規範意識を高める教育も継続、発展させていく。 

（６）不適切な指導の再発防止や職員のハラスメント防止に努めていく。そのためには、教職員の
人権意識向上、風通しのよい組織、声を掛け合える職場環境等、「人づくり」を中心に据えた
教職員組織を再構築していく。 

 


